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      日野町職員等の旅費に関すࡿ条例の一部改正について 

 

日野町職員等の旅費に関すࡿ条例の一部を別紙のとおࡾ改正すࡿ。 

 

    ᖹ成㸱㸯ᖺ㸱月㸲日提出 

 

日野町長 﨏 田 淳 一 



日野町職員等ࡢ旅費関すࡿ条例ࡢ改正ࡀ必要࡞理由概要 

 

㸯 背景及び趣旨 

ෆ国旅行ࡢ日当額ࠊ宿泊料ࠊ鉄道賃ࠊ船賃つい࡚ࠊ処遇ࡢ改善及び現状

 ࠋ改正を行う࡞所要うࡼ合う

 

㸰 改正ෆ容 

概ࡡ㸯㸮㸮キロを超えࡿෆ国旅行つい࡚ࠊ日当を㸯，㸯㸮㸮支給すࠋࡿ 

      支給し࡞い出張地つい࡚ࠊࡣ別表࡛定めࡾ࠾ࡿすࠋࡿ 

宿泊料つい࡚ࠊ職務ࡾࡼ区分を定め࡚いࡿころを一律しࠊ県ෆ 

㸷，㸶㸮㸮ࠊ県外㸯㸮，㸷㸮㸮すࠋࡿ 

 鉄道賃ࠊ船賃つい࡚ࠊ職務ࡾࡼ区分を定め࡚いࡿころを一律す 

 ࠋࡿ

 

㸱 附則 

ᖹ成㸱㸯ᖺ㸲月㸯日ࡽ施行すࠋࡿ 
 



1/」 

日野町職員等ࡢ旅費関すࡿ条例ࡢ一部を改正すࡿ条例 

日野町職員等ࡢ旅費関すࡿ条例。昭和46ᖺ日野町条例第1「号)ࡢ一部を次ࡼࡢう改正すࠋࡿ 

改正後 改正前 

。鉄道賃) 。鉄道賃) 

第14条 鉄道賃ࡢ額ࠊࡣ次ࡢ各号規定すࡿ旅客運賃。以ୗこࡢ条

座席急行料金及び特別車両料金並びࠊ(ࠋいう運賃ࠖࠕい࡚࠾

指定料金ࠋࡿࡼ 

第14条 鉄道賃ࡢ額ࠊࡣ次ࡢ各号規定すࡿ旅客運賃。以ୗこࡢ条

座席急行料金及び特別車両料金並びࠊ(ࠋいう運賃ࠖࠕい࡚࠾

指定料金ࠋࡿࡼ 

。1) そࡢ乗車要すࡿ運賃 。1) 運賃ࡢ等級を「階級区分すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ

次規定すࡿ運賃 

 ア 」級以ୖࡢ職務あࡿ者つい࡚1ࠊࡣ等ࡢ運賃 

 イ 「級以ୗࡢ職務あࡿ者つい࡚ࠊࡣ「等ࡢ運賃 

 。「) 運賃ࡢ等級を設け࡞い線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣそࡢ乗車

 運賃ࡿ要す

。「) 急行料金を徴すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ前号規定す

 急行料金ࠊほࡢ運賃ࡿ

。」) 急行料金を徴すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ前「号規定

すࡿ運賃ࡢほࠊ次規定すࡿ急行料金 

 ア 第1号ࡢ規定該当すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ同号ࡢ

規定ࡿࡼ運賃ࡢ等級同一等級ࡢ急行料金 

イ 前号ࡢ規定該当すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣそࡢ乗車

 急行料金ࡿ要す

。」) 特別車両料金を徴すࡿ客車を運行すࡿࡼࡢࡶࡿ旅行。片道

150キロメートル以ୖࡢࡶࡢ限࠾(ࠋࡿい࡚ࠊ当該料金を支

給すࡿこࡀ適当認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊࡣ第1号規定すࡿ運賃

及び前号規定すࡿ急行料金ࡢほࠊ特別車両料金 

。4) 」級以ୖࡢ職務あࡿ者ࡀ第「号ࡢ規定該当すࡿ線路࡛特別

車両料金を徴すࡿ客車を運行すࡿࡼࡢࡶࡿ旅行。片道150キロ

メートル以ୖࡢࡶࡢ限ࠋࡿ)をすࡿ場合ࠊࡣ同号規定すࡿ

運賃及び前号規定すࡿ急行料金ࡢほࠊ特別車両料金 

。4) 座席指定料金を徴すࡿ客車を運行すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合

急行料金及び前ࡿ規定す第「号ࠊ運賃ࡿ規定す第1号ࠊࡣ

号規定すࡿ特別車両料金ࡢほࠊ座席指定料金 

。5) 座席指定料金を徴すࡿ客車を運行すࡿ線路ࡿࡼ旅行ࡢ場合

急行料ࡿ規定す号「第ࠊ運賃ࡿ規定す号」第ࡣ第1号又ࠊࡣ

金及び前号規定すࡿ特別車両料金ࡢほࠊ座席指定料金 

。船賃) 。船賃) 

第15条 船賃ࡢ額ࠊࡣ次ࡢ各号規定すࡿ旅客運賃。ࡣしけ賃及び棧

橋賃を含ࠋࡴ以ୗこࡢ条࠾い࡚ࠕ運賃ࠖいうࠊ(ࠋ寝台料金及

び特別船室料金並び座席指定料金ࠋࡿࡼ 

第15条 船賃ࡢ額ࠊࡣ次ࡢ各号規定すࡿ旅客運賃。ࡣしけ賃及び棧

橋賃を含ࠋࡴ以ୗこࡢ条࠾い࡚ࠕ運賃ࠖいうࠊ(ࠋ寝台料金及

び特別船室料金並び座席指定料金ࠋࡿࡼ 

。1) 運賃ࡢ等級を」階級区分すࡿ船舶ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ 。1) 運賃ࡢ等級を」階級区分すࡿ船舶ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ



「/」 

中級ࡢ運賃 次規定すࡿ運賃 

 ア 」級以ୖࡢ職務あࡿ者つい࡚ࠊࡣ中級ࡢ運賃 

 イ 「級以ୗࡢ職務あࡿ者つい࡚ࠊࡣୗ級ࡢ運賃 

。「) 運賃ࡢ等級を「階級区分すࡿ船舶ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ

ୗ級ࡢ運賃 

。「) 運賃ࡢ等級を「階級区分すࡿ船舶ࡿࡼ旅行ࡢ場合ࠊࡣ

次規定すࡿ運賃 

 ア 」級以ୖࡢ職務あࡿ者つい࡚ୖࠊࡣ級ࡢ運賃 

 イ 「級以ୗࡢ職務あࡿ者つい࡚ࠊࡣୗ級ࡢ運賃 

。」) 略 。」) 略 

。4) 略 。4) 略 

。5) 特別船室料金を支給すࡿこࡀ適当認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊࡣ

同号規定すࡿ運賃及び前号規定すࡿ寝台料金ࡢほࠊ特別

船室料金 

。5) 」級以ୖࡢ職務あࡿ者ࡀ第」号ࡢ規定該当すࡿ船舶࡛特別

船室料金を徴すࡢࡶࡿを運行すࡿ航路ࡿࡼ旅行をすࡿ場合

ࠊほࡢ寝台料金ࡿ規定す運賃及び前号ࡿ規定す同号ࠊࡣ

特別船室料金 

。6) 略 。6) 略  

別表。第17条―第「「条ࠊ第「5条関係)ෆ国旅行ࡢ旅費 別表。第17条―第「「条ࠊ第「5条関係)ෆ国旅行ࡢ旅費 

1 車賃ࠊ日当ࠊ宿泊料及び食卓料 1 車賃ࠊ日当ࠊ宿泊料及び食卓料 

車賃 

。1キロメー

トルつࡁ) 

日当 

。1日つࡁ) 

宿泊料。1夜つࡁ) 食卓料 

。1夜つࡁ) 県ෆ 県外 

「5 1,100 9,800 10,900 「,「00

 

区分 車賃 

。1キロメー

トルつࡁ) 

日当 

。1日つ

 (ࡁ

宿泊料。1夜つࡁ) 食卓料 

。1夜つ

 (ࡁ

県ෆ 県外 

」級以ୖࡢ職務

 者ࡿあ

「5 「,「00 9,80010,900 「,「00

「級以ୗࡢ職務

 者ࡿあ

「5 「,「00 7,800 8,700 「,「00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



」/」 

備考 備考 

日当ࡢ額 。1) 日当ࡢ額 

出張地 日当ࡢ額 

鳥取県ෆ 

島根県 

安来市 松江市 雲南市 出雲市 太田市 

江津市 仁多郡 飯石郡 邑智郡 

岡山県ෆ 

ᗈ島県 

ᗉ原市 ୕次市 安芸高田市 府中市 福 

山市 尾道市 ୕原市 竹原市 東ᗈ島市 

神石郡 世羅郡 山県郡。北ᗈ島町) 

支給し࡞い 

 

出張地 日当ࡢ額 

鳥取県 

米子市 境港市 日野郡 西伯郡 

東伯郡。赤碕町 東伯町 関金町) 

島根県 

安来市 八束郡。東出雲町 八雲村 八束町) 

能義郡 仁多郡。横田町) 

岡山県 

新見市 阿哲郡 真庭郡 ୖ房郡。北房町) 

苫田郡。富村) 

支給し࡞い 

鳥取県 

ୖ記を除く県ෆ 

島根県 

松江市 ᖹ田市 出雲市 太田市 

仁多郡。横田町を除く) 

八束郡。東出雲町 八雲村 八束町を除く) 

簸川郡 大原郡 飯石郡 

岡山県 

ୖ記を除く県ෆ 

ᗈ島県 

ᗉ原市 ୕次市 府中市 福山市 尾道市 

比婆郡 

双୕郡 高田郡 甲奴郡 ୖ石郡 深安郡 

芦品郡 

世羅郡 御調郡 加茂郡。黒瀬町を除く) 

定額ࡢ「分1ࡢ相

当すࡿ額 

 

 。「) 「級以ୗࡢ職務あࡿ者ࡢ旅行࡛ࠊそࡢ者ࡀ」級以ୖࡢ職務

あࡿ者同一ࡢ用務ࡾࡼ同行しࠊつࠊ同泊した場合࠾け

す定額ࡿࡵ定ࡁつ者ࡿあ職務ࡢ級以ୖ「ࠊࡣ額ࡢ宿泊料ࡿ

 ࠋࡿ

附 則 

こࡢ条例ࠊࡣᖹ成」1ᖺ4月1日ࡽ施行すࠋࡿ 


